
第4回 口頭弁論 報告集会 

原発が奪ったもの 

個人の尊厳 
原発が教えたこと 

２８．９．７． 福島被ばく訴訟 原告 井戸川克隆 



• 憲法 第3章 国民の権利及び義務 

  第11条 基本的人権 

  第13条 個人の尊重 

  第14条 法の下の平等 

20ミリシーベルト以下は住める 

風評被害の解消 

復興のために放射能の事を言うな    侵害 
家の周りだけの除染完了 

帰還の強要 

平    等 



• 憲法 

   第12条 自由及び権利の保持責任・乱用禁止 

   第19条 思想及び良心の自由 

   第22条 居住・移転・職業の自由 

   第23条 学問の自由 

被ばくの許容量とか避難区域とか避難時間など重
要な事柄を被害者に関係のない者達（悪意の第三
者）があれこれと決めているのは無効だ。福島県
庁は何をしている、新潟県はしっかり福島の事故
を検証しているではないか！ 

自   由 



• 憲法 

  第24条 家庭生活における個人の尊厳・両性  

        の平等 

  第25条 国民の生存権、国の社会保障的義務 

この事故で最大の被害は家族関係の崩壊だ。小さ
な仮設にどうして家族が住める、期限の見えない
避難生活に災害救助法の適用は無い。事故前に
住民の同意を得ていない政策は、無効であり新た
な行政の不作為による被害だ。私も家族関係は壊
れたままだ。 

家   族 



• 我が家の一大事＝加害者に侵されたくない 

家系の継承 



日  本 
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井戸川 

政 府 

営利企業の東京電力 

福島県 

日本の現状 ウソで覆われ
ている 



原子力安全・保安院はいつも言っていました 

事故が起きたら12日朝から22日まで不在でした 
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我が家の進入路から母屋を望む 

放射能に占領された終の住処、元に戻せ！ 



まだまだウソは有ります 

• ウソと捏造は第一原発から膨大に出た放射
能量と比例します。既にこの量は地球を覆っ
ています 

• 皆さんは騙されないで下さい、そして福島の
悪例が他の原発事故で悪用されない為にも
私は戦い続けます。 

 

•ご清聴ありがとうございました。 


